
はじめに

1980 年代に入り, トヨタの労使関係に対す

る研究が発表されてきた｡

しかしながら, 一般的に言って労使関係を評

価する場合, 労働組合 (以下 ｢組合｣ とする)

が労働者の利益を守る自主的で民主的な組織と

して存在しているかが, まずは問われなければ

ならないであろう｡ ｢労働者の利益を守る自主

的で民主的な組織｣ ではない労働者の組織を,

組合ととらえることができるであろうか｡ した

がって, 労使関係を研究する場合, 組合の研究

は欠くことのできない作業である｡

ところが, 組合の研究は組合の協力を得るこ

とができなければ, 事実への接近は非常に困難

であるし, 組合の全ての活動領域を視野に入れ

た分析は限界があろう｡

こうした困難はトヨタの組合の研究において

も同様であるが, これまでのトヨタ研究におい

て組合が取り扱われてきた｡

トヨタの先駆的な研究として, 日本人文科学

会 [1963 年] がある｡ これは 1950 年代末から

1960 年における組合の状況を明らかにした｡

1980 年代には, 小山編 [1985 年] と野原・

藤田編 [1988 年] がある｡ 両書は, いずれも

研究会による実態調査に基づいた共同研究の成

果である｡ 小山編は ｢職業・生活研究会 (代表・

小山陽一)｣ による共同研究の成果であり, 野

原・藤田編は ｢地域構造研究会｣ (代表・都丸

泰助) の研究成果のうち, 労働部会を中心にし

た共同研究の成果に基づくものである｡

小山編 [1985 年] は, 自動車総連 (全日本

自動車産業労働組合総連合会) と全トヨタ労連

(全トヨタ労働組合連合会) 及びトヨタ自動車

労働組合の組織を明らかにした｡

また, トヨタの組合については職場会の状況

と, 調査結果によって組合に対する組合員の意

識を明らかにした｡

野原・藤田編 [1988 年] では組合に関する

記述はわずかであるが, 組合役員と職場役員の

実態, そして, 労働組合が果たしている機能を

明らかにした｡

また 1980 年代において組合の実態を明らか

にしたものとして大木一訓・愛知労働問題研究

会編 [1986 年] (以下 ｢大木他編｣ とする) が

ある｡ これは大企業における組合の役員選挙を

調査したものであるが, トヨタの組合の実態も

明らかにした｡

1990 年代におけるトヨタの組合に対する研

究成果として, 野村 [1993 年], 石田・藤村・

久本・村松 [1997年] (以下 ｢石田他｣ とする),

浅生・猿田・野原・藤田・山下 [1999 年] (以

下 ｢浅生他｣ とする) がある｡

野村 [1993 年] は調査に基づき, 石田他
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[1997 年] は日本労働研究機構に設けられたプ

ロジェクト ｢労使関係と人材形成に関する国際

比較研究｣ の一環として行なわれた自動車組合

メーカーへの労働調査に基づいたものである｡

野村 [1993 年] は, 日産とトヨタにおける

労使関係の違いや, 自動車総連, 全トヨタ労連,

トヨタの組合組織を明らかにした｡

石田他 [1997 年] は, 組合の機関や役員に

ついて詳細に調べ, 全社レベルでの労使の話し

合いから組合活動の特徴を明らかにし, さらに

支部長と職場委員長の日常活動も調べ, 職場に

おける組合活動を明らかにした｡

浅生他 [1999 年] は, 1990 年代の後半にお

ける組合の選挙実態を明らかにした｡ その実態

は, 大木他編 [1986 年] の時点と基本的に変

わっておらず非民主的であった｡

2000 年に入っての研究成果とした猿田・杉

山編著 [2011 年] がある｡ これは, 組合がト

ヨタの競争力強化に向けた取り組みと, 賃金引

き上げと年間一時金に関する要求の変化を取り

上げ, 2000 年に入ってからの組合の状況を明

らかにした｡ 組合は組合員を経営資源として位

置付け, 競争力強化に向けた議論を展開し, 賃

金引き上げの要求根拠は組合員の生活からは離

れたものとなり, 年間一時金はトヨタの業績を

反映するものとなった｡

本稿では, こうしたこれまでのトヨタの組合

に対する研究について整理し, トヨタの組合の

評価について検討する｡

なお, 以下で取り上げる著書の概要にある見

出しは, それぞれの内容にそって筆者 (杉山)

が付けたものである｡

Ⅰ. 労使宣言締結前の労働組合

トヨタの先駆的な研究成果として日本人文科

学会 [1963 年] がある｡ 本書はトヨタ研究で

はなく, オートメーションとその社会的影響を

調査することであり, ｢技術革新が企業経営に

どのようなインパクトを与え, それが生産の諸

過程とその業務処理にどのような影響を与えた

かを究明しようとする試み｣1 として, トヨタ自

動車工業 (以下 ｢トヨタ自工｣ とする) と東洋

高圧工業を取り上げている｡

トヨタ自工の生産管理や経営管理など詳細に

報告されており, 問題意識が技術革新の影響と

はなっているが, トヨタ自工の詳細な研究でも

ある｡ 調査は 1959 年と 1960 年に行なわれてい

るが, この時点でトヨタはトヨタ自工とトヨタ

自動車販売とに分かれており, 労使関係におい

ては, 労使宣言は締結されていない｡

ところで, 本書は組合を ｢第 4 章 技術革新

と労働者｣ の中の ｢C 労働組合の組織と現状｣

で取り上げている｡ そしてさらに ｢�組合の

『職場』 機構｣, ｢�機関および役員選挙｣, ｢�
労使協議会｣, ｢�全体の展望と問題点｣ と分け,

組合について考察しているが, その中から組合

の特徴的な点をみていくことにする (見出しは

筆者が便宜的につけた)｡

1 . 労働組合の職場機構と職場委員長

組合の職場機構の形成原則は, 非生産現場は

部単位, 生産現場は工場単位であり人数が多い

場合は課・係というように経営管理機構の部ま

たは課を範囲としている｡ この職場組織が組合

組織の基礎的単位であり, 同時に職場大会とい

う組合員の直接民主制の場となっている｡

組合の執行機関は①執行委員会, ②職場委員

長会議, ③評議員会, ④職場委員会, ⑤職場大

会がある｡ この機関を担う役員が選出されてい

るが, 組合の日常的業務を処理するのが, 職場

委員長である｡ 職場委員長の業務は ｢①機関紙

の配布, ②現場労働事情の監視, ③職制担当者

との交渉ないし苦情処理, ④共済活動の職場担

当者等を中心とする広汎かつ実質的なものであ

る｣2｡ この職場委員長は ｢多職能の混合組織に

おける職能の代表者であると同
・
時
・
に, ショップ・

ステュアードの本質的機能をあわせもつもの｣3

である｡

職場委員長の業務はすでにみたとおり多岐に

わたるが, ｢その職責を文字通り果すには, 専

従者以上の時間と労力と組合意識を必要とする｡

現在では, それは経営側の了解なしには一般工

員には不可能な職責とされて殆ど例外なく職制
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担当者によって占められている｡ それに加えて,

経営政策との妥協以外, 理念としても統一の方

針ももたない現在の指導の下では, ここを境と

する組合機構と管理機構との短絡が組合運動を

堀りくずしている｣4 のである｡

2 . 選挙制度の改正

1954 年に全自 (全日本自動車産業労働組合)

が解散したが, その直後, 組合は選挙規則を改

正した｡ この改正によって職場代表的な性格が

強化された5｡

1954 年の選挙規則の改正の要点は, 全自系

リーダーと ｢経営側の管理対策の攻撃的転換に

便乗した反全自系リーダー｣6 の交代を促進した

点であった｡

主な改正点は, 特に 3役・執行委員の選出を

めぐって, 立候補の方法を ｢�本人の立候補,

�職場委員会の推薦, �組合員 10 名以上の推

薦の 3つから�を除き��と 2本とすること,

そのうえで, 『職場の信頼を第 1 条件とし』,

『なるべく出身職場の信頼のある人が出る様に』

(機関紙号外) という趣旨の下に選挙管理委員

会の資格審査において�に比重をかけ, 選挙区

も中選挙区を原
・
則
・
と
・
し
・
て
・
小選挙区に改め｣７,

｢『他の役員選挙の候補者となっているとき』 は

本人の意志によって一方を辞退することができ

る旨の規制があったものを削除する｣8 というも

のであった｡

こうしてすでに経営側の掌握が進んでいる職

場に依存している反全自系リーダーは, 有利に

たち, また全自系リーダーが上部役員を辞退し

てトヨタの組合の役員に立候補することを阻ん

だのであった｡

トヨタの労使協力体勢は, 組合の組織機構に

関してもそのような実質の上に成り立っている

のである｡ むしろ労使協力体勢は, ｢実質的組

合活動の崩壊のうえに存在している｣9 のである｡

これについて問題となるのは, 職場の質的変化

と労使協議会である｡

3 . 労使協議会

トヨタ自工における労使交渉の機関は, 労使

協議会である｡ 1959 年 11 月に経営協議会から

労使協議会に名称が変更された｡

社史は 1946 年から 1957 年までの経営協議会

の年間の開催数と議題を明らかにしている｡ 年

間の開催回数は 1953 年には 32 回であったが

1954 年には 13 回となり, この年から年間の回

数は大きく減少し, また議題も賃金と一時金が

中心となり, ｢人事｣, ｢勤務｣, ｢生産｣ を議題

とすることは非常に少なくなった｡

4 . 労働組合の問題点

自動車産業の合理化の中で, 組合は ｢①職場

活動の比重が組合運動の要点となる傾向がとく

に大きいこと, ②それに対応する組織体制と職

場大衆の闘争態勢の充実が必要であり, ③その

うえさらに職場活動を根底とする組合活動の権

利が獲得されていなければならない｣10｡ しかし

ながら, 現組合の体制においてそれらの点は強

化されたのではなく弱化したのであり, 充実し

たのではなく空洞化したのであった｡

また職場段階では職場委員長をはじめとして

大半が職制に掌握されており, 職場から一般の

組合員が組合役員に出ることが困難な状況に置

かれている｡

そして ｢こうした条件下で組合の自立性を保

障することはとりわけ全面的な取組みを必要と

する困難な問題である｡ さらに職場段階の組合

の苦情処理機能, 交渉機能はこの組合組織と職

制の結節点から経営側の苦情処理・HR等によっ

て代位されている｡ 一方労使協議会はこれらの

問題を反映する体制をほとんどもっていないの

である｣11｡

組合が実施した調査では, こうした組合に対

して組合員の 70％が ｢要求を反映していない｣

と回答しているのである｡

Ⅱ. 労働組合の ｢自立性｣ と役割

小山編 [1985 年] 及び野原・藤田編 [1988

年] では, トヨタの組合の自立性と組合の役割

に関わる状況を明らかにしている｡
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1 . 職場の組合役員と職制の一体化

まず小山編 [1985 年] では, トヨタの組合

について ｢第 3 章 労資関係と労務管理｣ の中

の ｢第 6 節 労使協議会と労働組合｣ で取り上

げている｡ この中で組合の状況に関わるものと

して, 職場の組合役員の実態がある｡

職場の組合役員の実態として, 職場委員長は

工長クラス, 評議員は組長クラス, 代議員・職

場委員は班長・準指導職クラスから選ばれ, 評

議員以上は直接無記名投票で選ばれるが, 立候

補は会社からの直接指名による｡

さらに技能職に関しては, 調査から職制の地

位に就いている者は, その地位が上に行くほど

組合役員の未経験者の割合が少なくなっている｡

言い換えれば, 組合役員を経験した者ほど, 職

制において高い地位に就いているのである｡ 工

長・組長の多くは評議員以上の役職を経験し,

班長の多くは評議員までの役職を経験している｡

こうした状況について ｢ある一般労働者の語

るところによれば, 『(組合の) 役員やるかやら

ないかでは (出世が)“3 年はちがう”という

のが常識』｣12, ｢『役員は会社のいうなりになっ

ている｡ 反対すると会社での出世に悪い』 (組

長)｣13 という｡

2 . 労働組合の役割

野原・藤田編 [1988 年] では, ｢第 5 章 A

自動車における労働者管理｣ の ｢第 3 節 経営

者主導の大衆運動｣ の中でわずかではあるが,

｢労働組合運動｣ として組合を取り上げている14｡

本書においても小山編 [1985 年] と同じよ

うに, 職場の組合役員と職制が一体化している

実態を明らかにし, ｢労働組合の各機関に出て

いる職制が, 労働組合としての独自的役割を果

すように活動することは, 事実上不可能にちか

く, こうして事実上の指導権は経営者が握るに

いたっている｣15 と述べている｡

また組合の機能的特徴として, 次の 5点を指

摘している｡

第 1は, 組合員の職場における不満や欲求を

押さえ込む機能である｡ つまり ｢労働組合は職

場の不満や欲求を体制内 (企業内) 的に解決す

るか, 現状を可能な限り受容させる機能を持っ

ている｣16 のである｡

第 2は, トヨタの経営諸施策に協力する機能

である｡ トヨタと組合は 1962 年に ｢労使宣言｣

を締結しているが, そうした組合は ｢賃金・職

務配分＝キャリア形成における経営者の専権や

経営者主導の大衆運動に基本的に規制を加える

ことはできず, 逆に積極的に協力する義務を負

わされている｣17 のである｡

第 3は, 会社幹部や職制を選抜する機能であ

る｡ トヨタではグループリーダーから準指導職

を選任しているが, 班長はその中の職場委員経

験者から登用されている｡

第 4は, 労働組合の自主的な組織として発展

することを妨害する機能である｡ これは大木他

編 [1986 年] が明らかにしているように, 組

合は組合員が組合役員に自由に立候補すること

を妨害している｡

第 5 は, 選挙での機能である｡ ｢国政選挙に

おける民社党候補への応援｡ 地方自治体へのA

自動車系議員の議会への浸透をつうじて企業利

益を擁護する機能を果たしている｣18 のである｡

Ⅲ. 労働組合の民主主義

組合の民主主義の状況を明らかにしたものと

して, 大木他編 [1986 年] がある｡ 本書は,

愛知県の主要な 30 の大企業組合における組合

役員の選挙の実態を調査したものである｡ この

30 の組合の 1 つにトヨタの組合も入っており,

組合役員の選挙の実態を明らかにしている｡

ところで, 小山編 [1985 年] でも明らかに

しているが, トヨタにおいて職場の組合役員は

末端職制である｡ 組合役員と職制の一体化であ

る｡ こうした一体化の中で, トヨタでは役職に

つくことが職制への ｢登竜門｣ となっており,

トヨタではグループリーダーの中から準指導職

を選任し, 班長の多くはその中の職場委員を経

験した者から登用されている｡

トヨタの職場がこのように組合役員と末端職

制が一体化していることを確認し, 次に本書が

明らかにしたトヨタの組合の選挙の実態をみる
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ことにする｡

1 . 選挙管理委員会

選挙過程は選挙管理委員会の発足から始まる

が, トヨタの組合の場合, 選挙管理委員は

｢『職場委員による推薦が慣例で, 班長候補であ

る準指導職の人が多い』 のであり, 『職場選管

長については係長 (事務・技術系), と, 工長・

組長 (現場系) がなるのが慣例』 なのである｣19｡

2 . 立候補の制限

トヨタの組合の場合, 本部役員の立候補者に

は機関推薦候補と自薦立候補がある｡ 機関推薦

候補の場合, 本部 3役 (執行委員長, 副執行委

員長, 書記長) については評議会, 執行委員

(各支部選出) については支部評議会が推薦す

る｡

自薦立候補の場合, 本部 3役については全組

合員の中から 50 名, 執行委員については支部

組合員の中から 15 名の支持連署が必要である｡

自薦立候補に対してこのような支持連署が必

要となったのは, 1972 年からである｡ 1971 年

の役員選挙において, 執行委員長に自薦候補が

立候補し, 21.0％の得票率を得たため, 組合は

対抗措置として選挙規程を ｢改正｣ したのであっ

た｡

この支持連署によって, 自薦推薦での立候補

は非常に困難となった20｡ それはこの支持連署

を集めることが困難だからである｡

｢選管の発足と同時に署名用紙が交付され,

締切りまで約 25 日あるから期間は十分あるか

のようにみえる｡ だが署名活動は, 選管指示文

書において選挙運動の範囲内とされ, 具体的に

は 『職場内において, かつ休憩時間内に限り行

うことができる』 (規定第 27 条, ただし夜勤の

休憩中は禁止)｡ また, ビラ, 演説などもいっ

さい禁止である｡ これが具体的にどういう困難

を生みだすかを, 各支部 (工場単位) 選出の執

行委員選挙で例示すると, 工場内で自筆・捺印

の 15 名の署名を昼休みに集めるわけだが, 1

工場といえどもトヨタは広大であるから相手を

捜すのに限度があり, 会えたとしても印鑑をもっ

ているとは限らない｡ 事前に電話で頼んでおけ

ばこのムダ足をふまなくてすむが, 電話は禁止

されている｡ しかも 84 年までは署名用紙が 2

枚しか交付されず, したがって実質は 2人しか

動けない (84 年から民主勢力の要求で 5 枚と

なったが)｡ だから, 一般組合員が会社派に対

抗して 25 日間に署名を集めることはまず不可

能である｣21｡

また, 自薦立候補者の指示連署に協力すると,

職制からの嫌がらせも行なわれる｡

｢最近では, よび出し, つるし上げ, 親戚の

利用などはない｡ かつては, 指示連署に署名し

た人が, 組長や工長によび出されて, 支持をや

めろといわれた｡ 選管が支持連署に署名した人

の名を組長に電話などで知らせるので, どうし

てもわかってしまう｡ だから, 民主勢力として

は, 毎回, できるだけ同じメンバーの支持連署

を提出するようにしている｣22｡

3 . 選挙広報・立会演説会

組合は誰が立候補者であり, 候補者の主張や

政策を組合員に対して公平に知らさなければな

らない｡ しかし, トヨタの組合の場合, 公報は

なく選挙活動も禁止している｡ ただし, 推薦候

補者の場合, 選挙管理委員会が設置される前に,

評議会での推薦候補の提案時と決定時の 2回,

組合の機関紙に大きく写真入りで報道される｡

選挙公報がないため, 組合員が自薦候補者を

含めた立候補者を知る唯一の機会は立会演説会

であるが, この演説会も非常に制限されている｡

立会演説会の様子は, 次のようである｡

｢本部 3 役選挙で例示すると, 告示日から投

票日の 3 日間に, 支部 (工場) 単位に計 12 会

場で行われる｡ 時間帯は昼休み 0 時 5 分－55

分または, 就業後の 6 時からであり, 1 人 5 分

である｡ 就業後に行われる工場が多く, 多くの

労働者は残業と夜勤で参加がむずかしい｡ した

がって 1 会場の傍聴者は 100－300 人程度でそ

の多くは組合役職者である｣23｡

4 . 投票の秘密

いよいよ選挙日となり組合員は投票所に行き
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投票するが, 投票において当然ことながら秘密

が保障されなければならない｡ 選挙では投票所

には秘密を守るための ｢ついたて｣ があるが,

組合の投票所には, この ｢ついたて｣ がない｡

｢トヨタでは, 投票日は 1 日のみ, 食事休憩

中に課単位 (200－400 名) で行われるため卓

球台や机を囲んで記入するという形となり, そ

のなかに含まれている職制が意識的に監視する

体制がとられ, 机の前には選管が用紙を手渡し

しながら座っている｣24｡ このような投票の方法

のため, 記述式で記入していると誰に投票して

いるかわかってしまうし, 後で筆跡鑑定の恐れ

もあり, 組合員が自薦推薦候補者の名前を書く

にはかなりの勇気が必要となる｡

5 . 開票の立会いと結果の公示

投票が終了すると開票作業に入る｡ 開票作業

は立会人のもとで行われるが, トヨタの組合の

規定には立会人制度がないのである｡ しかし

｢民主勢力のたび重なる要求で候補者とその責

任者に限り傍聴が可能となった｣25 のである｡

選挙過程の最後は, 選挙管理委員会が投票結

果の数値を発表して, 当選者を明らかにするこ

とである｡ 選挙結果がどのような単位で公表さ

れているのかが問題となるが, ｢トヨタでは,

評議員より上級の選挙は投票はすべて職場単位

(課単位) で行われ, 開票もこの単位で行われ

る｡ ところが, たとえば執行委員の場合, 選挙

区は各支部 (工場) であるため, 結果は支部単

位でしか発表されない｣26 ため, 職場単位の結

果はわからない｡

またトヨタの組合では ｢『開票結果は……次

点者までの氏名と順位, 得票数を公表する』

(規定 26 条) ことになっている｡ この規定に従

えば, 定数 (当選者) までは会社派が並び, 民

主勢力は次点以下になるから 2名以上が立候補

しても次点のあとの得票数が分からない｡ 実質

は民主勢力が要求すれば選管は知らせているが,

一般組合員は知らされないことに変わりはな

い｣27 のである｡

6 . 浅生他 [1999 年] から実態の補足

浅生他 [1999 年] では, T 社28の組合を ｢第

5 章 賃金管理と 『労使関係』｣ の中の ｢6 『労

使関係管理』＝労働組合対策｣ で取り上げてい

る｡ すでに述べたように, 役員選挙の実態は大

木他編 [1986 年] の時点と基本的に変わって

いない｡ しかしながら, 浅生他 [1999 年] で

は, T 社の労働者の話から, 大木他編 [1986

年] の状況をさらに掘り下げている｡ 大木他編

[1986 年] では指摘されていなかった組合役員

選挙の実態を, 本書から明らかにしたい｡

機関推薦候補と自薦候補についてはみてきた

が, 機関推薦候補は職場の意志を反映しておら

ず, 執行部から一方的に評議会に提案されるも

のであり, ｢事実上会社承認のもとでの人選で

あることは, 誰もが知っていることで公然の秘

密｣29 である｡

また, 自薦候補を推薦することは勇気がいる

ことで, ｢推薦を通じて企業内で当たり前の労

働条件や人権を主張すること自体が, 会社の差

別の対象になってしまう｣30 からである｡

自薦候補として立候補しても, 機関推薦候補

者は組合の機関紙を通じて顔写真や組合の経歴

が紹介されるが, 自薦候補は全く紹介されない｡

選挙公報もなく, 自薦候補は自らの主張や政策

を組合員に伝えることができる場は, 発言時間

が 1人 5分の立会演説会だけである｡ つまり,

自薦候補者は全組合員に対して自らの考えを伝

える手段が全くないのである｡ したがって,

｢『選挙期間を通じて, 労働者は選挙公示ビラを

見て誰が機関推薦候補者であるのか, また自薦

候補者であるかだけしか分からない』｣31 である｡

投票の実態は, 職制からの指示のもとに行な

われる｡ ｢投票用紙の上の候補者欄は機関候補

と自薦候補が上か下かに分かれて表示され, 投

票前に職制や選挙管理委員が 『今回は自薦は上

だから, 下を書け』 などと, 作業指示やその他

の機会に労働者に指示｣32 する｡

また 1997 年から機関推薦候補者だけの信任

投票となった場合, ｢一括投票欄｣ が追加され

た｡

労働者は投票の特徴として, 次の 4点を挙げ
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ている｡

第 1に選挙管理委員が職場の組合員の投票用

紙を直接に手で集めて, まとめて投票箱に入れ

るという ｢まとめ票｣ が多いことである｡

第 2 は, 大木他編 [1986 年] でも明らかに

しているように, 投票する机に仕切りがなく,

職制や選挙管理委員の監視のもとで行なわれる

が, ｢このような状況のもとでは, 自由な投票

をすることは非常に勇気のいることです｡ しか

しそれを見られて, 書き直しを強制されること

がしばしば｣33 ある｡

第 3は, 不完全連記制をとっていることであ

る34｡

第 4 は, 職制や選挙管理委員などの監視や代

理投票などの ｢不正｣ に対して罰則がなく, 機

関推薦候補にとって有利となっていることであ

る｡

そして, 投票が終わった後の開票の特徴は,

秘密主義である｡ ｢対立候補側が要請すれば

『参観』 が許されるだけです｡ 過去にも開票者

が 『自薦にいれた奴の筆跡を見てかならず暴い

てやる』 と脅していた｣35 こともあった｡

トヨタの組合の選挙は, ｢組合民主主義の自

由, 選挙活動の保証, 投票の秘密の厳守, 開票

の公開と公正の厳守, 選挙管理委員会の中立・

公正な運営および選挙管理の厳格な実施など,

そのほとんどが今
マ

だ
マ

に欠落している｣36 のであ

る｡

なお, 組合の役員選挙とは離れるが, 本書は

組合における女性組合員の地位について明らか

にしている｡ ｢全 T労連｣37 が女性のための ｢特

別代議員・特別中央委員｣ を新設した｡ しかし

ながら, この委員に発言権はあるが, 議決権を

もたないのである｡ だから, ｢特別｣ 委員なの

である｡

本書は, T社が国際化・情報化段階を迎え,

会社首脳が ｢ワールドスタンダード｣ を語る時

期を迎え, ｢企業や労働組合に最低限求められ

ているのは情報公開とアカウンタビリティであ

る｡ 労働者・労働組合員は生活を豊かにするう

えでも, 国際連帯をはかる上でも民主主義と主

体性を身につけることが最低限必要な時代になっ

てきているといえる｡ その点で, T社労組の遅

れは著しいと言わなければならない｣38 と指摘

している｡

Ⅳ. 組合の機関・役員, 組合活動

組合の機関や役員, そして組合活動について

明らかにしたものとして, 石田他 [1997 年]

がある｡ 本書は B 社39の組合を ｢第 4 章 労使

関係｣ で取り上げ, ｢第 1 節 B社の労使関係｣

で考察している｡

この第 4章の問題意識であるが, 本書はまず

企業内労使関係について ｢従来, 労働組合がい

かに会社ないし職制の能率管理・労務管理を規

制しているかという視点から分析されてきたよ

うにおもわれる｡ 企業経営と組合の対抗関係が

前提とされているのである｡ しかし, 日本の労

使関係を検討する場合, こうした視角だけでは

たして十分なのだろうか｡ 企業経営に対するこ

とが, 労働組合の役割であるという前提が疑わ

れなければならない｣40 と ｢労働組合の役割｣

の前提に疑問をなげかけ, 組合の目標を次のよ

うに述べている｡

｢日本の企業別組合の目標は, 組合員を 『企

業のメンバー』 (＝社員) として認めさせるこ

とにある｡ ……日本の企業内労使関係を虚心に

みれば, 多くの組合は企業経営に対して, 『社

員』 としての安定した処遇を求めてきたのであ

る｣41｡

そして ｢現代日本の大企業の場合には, 従業

員の処遇の向上は企業目標の一つである｡ その

意味では労使間に原則的な対立は存在｣42 せず,

｢企業が組合員を ｢『社員』 として対処するなら

ば, 組合は喜んで企業業績向上の協力をしてい

く｣43 と述べている｡

本書は組合の機能を ｢社員組合機能｣ と呼ん

でいるが, いずれにせよ組合に対する前提認識

をここで確認しておくことにしたい｡

なお, ここではこれまでの研究成果にはみら

れなかった事実についてみていくことにする｡
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1 . 職場の組合役員

B労組の運営機関は図 1のとおりである｡ 意

思決定機関として大会, 評議会, 支部評議会が

あり, 執行機関として執行委員会と支部委員会

がある｡

また職場の情報伝達や組合員の意見集約の場

として職場委員長会議, 支部職場委員長会議,

職場委員会, 職場会がある｡

組合役員は, 支部単位選出役員と全社選出役

員に分かれる｡ 全社選出役員は, 執行委員長,

副執行委員長 (3 名), 書記長の 3 役 5 名と組

合会館事務局を除く各専門局の局長 8名, 上部

団体派遣 18名であり, 54 名が支部選出である｡

職場での組合活動を中心的に担うのが職場委

員長 (非専従) である｡ 本書は ｢B労組の職場

主義を示すのは非専従である職場委員長の役割

である｣44 と職場委員長を重視している｡ 職場

段階での組合役員には職場委員長の他, 職場委

員がある｡

この組合役員は, 技能系では職場委員長は工

長クラス, 職場委員は班長クラスから一般組合

員が多く, 班長が職場委員長に選ばれることは

ない｡ 事務・技術系では職場委員長が係長クラ

スである｡ このように社内での職位あるいは経

験は支部長よりも職場委員長の方が上であり,

年齢も支部長よりも職場委員長の方がわずかな

がら高くなる｡ これは, ｢現場にいくと職場委

員長がとりしきって, 『おまえ (支部長) がん

ばれ｡ 我々 (職場委員長) がバックアップする

から』 という形が一般的ということ｣45 になっ
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図 1 B 労組の運営機関

(出所) 石田他 [1997 年], 272 ページ｡
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� 任 務：職場役員一覧表の作成・提出, 組合役員カードの作成・提出, 職場役員の役割分担の明確化,
職場役員の所持品管理, 職場役員手当の受領・管理, 組合員の把握・人員報告書の提出

� 開催するもの：職場委員会, 職場懇談会, 職場評議員会議

表 1 職場委員長の職務

(出所) 石田他 [1997 年], 278 ページから作成した｡



ている｡

調査時点で職場委員長の人数や平均在職期間,

工長の在職期間から工長と職場委員長の経験は,

次のようになる｡

｢工長クラスのうち 5 人に 1 人が職場委員長

経験者という計算になる｡ 工長クラスのかなり

の部分が職場委員長を経験するのである｣46｡

職場委員長の職務は表 1のとおりである｡ 大

会や評議会などは離業手続きをとって参加する

(トヨタはノーワーク・ノーペイの原則を守っ

ているため, 離業時間については, 組合が賃金

を支払っている)｡

2 . 議長団

組合役員の立候補については, 機関推薦候補

と自薦立候補がある｡ この機関推薦候補は評議

会で推薦されるが, 評議会への推薦の手続きを

明らかにしている｡

組合には大会ならびに評議会の進行係として

の議長団がある｡ しかしながら, B労組の議長

団は, それ以外に ｢執行部の御意見番｡ 職場委

員長などの立場を代表して執行部の活動につい

て発言する｣・｢執行部の候補者を推薦し, 立候

補させる｣47 という役割がある｡ 評議会推薦者

を誰にするかを審査するには, 約 650 名の評議

会では規模が大きすぎる｡ そのため議長団とい

う審査機関を設けているのである｡

議長団は, 組合全体で 150 名ほどいる職場委

員長の互選によって 11 名が選ばれ, その内訳

は技能系 9人, 事務・技術系 2名となっている｡

任期は慣行として 2年である｡

執行部の立候補者を推薦し, 立候補させるた

めに議長団は, 次のような業務を行う｡

｢議長団は次期執行部候補者の人選と現執行

部, 次期執行部候補者全員に対して面接を行う｡

そのため議長団は春は 2ヵ月 (チーフクラスと

なると 3 ヵ月), 秋は 1 ヵ月半, 日常の仕事を

離れて, 専従する｡ もっとも, 議長団が独断的

に人選することはなく, いろいろな人の意見を

聞いたうえで, 調整し判断しているという｣48｡

3 . 組合役員の特徴

｢第 1 節 B社の労使関係｣ の中の ｢1 組合の

組織と人事部の機能｣では, ｢組合の機関｣, ｢組

合役員｣について考察し, B 労組の特徴として

2点を挙げている｡

第 1は, 組合専従役員は全社選出役員におい

ては, 事務・技術系の比率は高くなってきてい

るが, 支部選出役員では依然として技能系役員

が多いこと｡

また職種によって年齢に違いがみられること｡

特に支部長の場合, 事務・技術系では 30 歳か

ら 35 歳であり, 技能系では 40 歳から 45 歳の

層が多い｡

組合で中心的な役割を担うのは社内職位の高

い者ではなく, 技能系では工長クラス, 事務・

技術系では係長クラスが職場委員長であり, 支

部長クラスは工長以下のクラスであった｡ この

ように, 支部長の活動を背後で職場委員長たち

が ｢手助けする体制がとられている｣49 のであ

る｡

第 2は, 組合役員在籍年数が短いことである｡

これは ｢職場中心の組合運営を行うために, 意

図的に採られている政策｣50 である｡

こうした政策は機関推薦候補者を決定する過

程においても同じであり, B労組の議長団の在

籍機関は短い｡ これは, 特定の組合員に組合の

意思決定が左右されることを避ける意図が強く

働いているからである｡

4 . 組合員の意見集約

組合執行部が組合員からの意見を集約する方

法として, 2 つのルートがある｡ 1 つは, 評議

会を中心とした方法である｡ 労使協議会や分科

会, あるいは労使で構成される委員会などを開

催し, その報告を評議会で行い, それを職場で

意見集約し, 評議会に諮るという方法である｡

もう 1つは, 職場役員や組合員と直接組合執

行部が話をして意見集約する方法である｡ これ

は突発的な課題であり, 生産対応問題が多い｡

毎月行われる生産説明会で会社から説明が行わ

れるが, これ以外に突発で会社から要請がある

場合もある｡ このような場合, ｢たとえば, 臨
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時出勤の要請がありそうな場合など, その対象

支部の職場の状況や年休取得状況, 要員の状況,

職場の生の気持ち もうやれんとかやっぱり

がんばろうとか を支部長を中心として, 職

場役員が職場に入って意見を吸い上げる｣51 の

である｡

本書は組合執行部が組合員の意見を集約しな

がら賃金・労働条件を変更していく過程を,

1989 年 4 月から労使での話し合いが始まった

｢連続 2 交替制勤務の導入｣, また 1992 年 1 月

から同じように話し合いが始まった ｢賃金制度

の改訂｣ を取り上げ, 詳細な検討を行っている｡

こうした検討を行って, B社における労使関

係や組合の意見集約の特徴を, 次のように述べ

ている｡

｢検討を通じて明らかになったことは, 雇用・

研究ノート

CHUKYO KEIEI KENKYU Vol. 21 No. 1・2110

分 担 内 容 支 副 分 担 内 容 支 副

1 執行部内の会議
◎ ○

6 支部重点取組課題
◎ ○

・執行委員会 ・支部方針の立案, 推進

・支部長会議 ◎ ○ ・厚生施設のフォロー ◎ ○

・支部執行委員会 ◎ ○ ・支部ボランティア活動 ○ ◎

2 支部内の会議
◎ ○

・支部ニュースの発行 ◎ ○

・支部評議会 ・トーク＆タッチ ○ ◎

・支部評議員会 ◎ ○ ・支部行事 ◎ ○

・定年懇 ◎ ○ ・交通安全活動 ○ ◎

・新任課長級との懇談会 ◎ ○ ・職場巡回トーク ○ ◎

3 会社との会議
◎ ○

・｢魅力アップ委員会｣ の検証 ◎ ○

・支部懇 ・年休カットゼロの取得状況 ○ ◎

・職懇 ○ ◎ ・明るい職場づくり ◎ ○

・支部安全衛生委員会 ◎ ○ ・周辺直接作業環境フォロー ◎ ○

・支部生産説明会 ◎ ○ 7 他

・給食懇談会 ○ ◎ ・役員選挙 ◎ ○

・工場事務局懇 ◎ ○ ・支部予算管理 ◎ ○

4 教育・研修
◎ ○

※特に, 産対問題については報告書に記
入を行い, 支部長報告とする

分担の基本的な考え方
☆組合全般に係わる課題と支部での判
断を要する項目 支部長

☆支部内で解決できる課題及びそれに
係わってくる意見の吸い上げ

副支部長

(オルグの月別のテーマは支部長と相
談の上決定する)

‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥

・職場委員長セミナー

・期初研修 ◎ ○

・春闘研修 ◎ ○

・生活総点検研修 ◎ ○

・新入組合教育 ◎ ○

・各合同職場委員会 ○ ◎

5 産対問題
◎ ○

・勤務態様の変更

・年休取得の実態調査 ○ ◎

・ポスト組長のライン入り実態調査 ○ ◎

・勤務ルールに関する実態調査

・各職場会の個別問題 ○ ◎

・組の 1/2 臨出判断 ◎ ○

表 2 支部長・副支部長の分担 (T工場支部) ◎……正 ○……副

(出所) 石田他 [1997 年], 333 ページ｡



労働体制について労使が協議のなかで成案をつ

くっているということである｡ 組合は繰り返し

職場に情報を展開し, 職場の声を踏まえるなか

で組合としての立場をまとめる｡ 会社としても

こうした職場の声を反映させることは制度を作

る上できわめて重要である｡ 職制ルートだけで

はそうした声は十分には把握できないからであ

る｡ その姿は, 予め会社が成案をつくり, 組合

が団結力をバックにしてその修正を求めるとい

う対立型の労使関係像とは異なったものであ

る｣52｡

5 . 組合役員の日常活動

職場の組合活動を中心的に担う支部長と職場

委員長の日常的活動である｡ T工場支部の支部

長と E 工場支部の支部長の業務, そして技能

系と事務・技術系の職場委員長の業務を具体的

に明らかにしている｡

T工場支部は比較的大規模な支部のため, 専

従の支部長と非専従の副支部長が業務を分担し

ている｡ 支部長の業務は大きく会議 (執行部内,

支部内, 会社), 教育・研修, 産対問題, 支部

重点取組課題に分かれる (表 2)｡

特に支部レベルの活動で重要なものとして,

職場の意見を把握することと組合の方針を職場

に浸透させることである｡

また日常的な活動として, ｢職場巡回トーク｣

や ｢トーク&タッチ｣ などが重要である｡ ｢職

場巡回トーク｣ は, 職場を回り職制に対して労

働条件の問題を話す活動であり, ｢トーク&タッ

チ｣ は組合員からの意見や悩みなどを聞き, 組

合員との意思疎通をはかるものである｡

次に職場委員長の業務であるが, 技能系職場

委員長 (M 氏) の業務事例は表 3 のとおりで

ある｡

事務・技術系の職場委員長 (T氏) の 1 ヵ月

(9 月) の業務も明らかにしているが, いずれ

にせよ, M氏にせよ T氏にせよ, 職場委員長

が日常的に多くの業務に対応していることかわ

かる｡

B社の組合活動は, こうした支部長や職場委

員長の活動によって支えられているのである｡

Ⅴ. トヨタのグローバル展開と組合

2000 年に入っての組合活動を明らかにした

ものとして, 猿田・杉山編著 [2011 年] があ

る｡ 組合については ｢第 5 章 トヨタの国際競

争力強化と労働組合｣ で取り上げている｡

1 . トヨタの競争力強化の主張と提言

組合は 2000 年に入ると, トヨタのグローバ

ル競争を課題として位置付けるようになった｡

2000 年の ｢ゆめW｣53 における労使協議会にお

いて, 組合はトヨタに対して真の国際競争力の

源泉や国際競争力向上に向けた取り組みについ

て労使で議論することを主張する｡

そして 2001 年の労使協議会からは, 組合は
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・年休集計 (各評議員単位のものを集計し, 支部長に報告)
月度人員把握を報告
・職場懇談会の調整と実施
職場懇談会で出された要望の現場確認 (環境, 職場の状況等)
工場人事への対策依頼とフォロー
・支部安全委員会に出席｡ 評議員の結果の連絡
・上部組織の中央委員会出席
・評議会 (職場委員長会議→評議会)
・支部懇談会 (3 回/年)
・評議員との打ち合わせ (職場委員会終了後, 評議員と意見交換)
・昼休みのオルグと終了後の職場巡回
・各種提出物の確認 (職場委員セミナー報告書, 資金カンパ, 組合施設利用申込等)
・トーク&タッチ (女性, 高齢者, 職制, 若手に分けて実施)

表 3 M職場委員長の 1ヵ月の仕事

(出所) 石田他 [1997 年], 333 ページ｡



｢グローバルトヨタの基盤強化に結び付ける｣54

ために, ｢会社への提言活動｣ を新たな柱と位

置付けていくのである｡

この提言活動は 2002 年のゆめＷにおいては,

｢国際競争力の寄与する｣ ものであったが,

2003 年のゆめWでは, ｢国際競争力強化｣ に

向けた, 組合の主体的課題として位置付けられ

ていった｡

2 . 企業業績と関連した要求根拠への転換

組合の 1990 年代における年間一時金の考え

方は表 4のとおりである｡ この考え方に立って

1999 年のゆめＷにおいて組合は 6.0 ヵ月を年

間一時金の要求としたが, トヨタは ｢『今後の

賞与については, 従来以上に, 業績の変動を反

映して決定すべき時期にきている』｣55 という姿

勢を示し, 5.9 ヵ月という 12 年ぶりに要求を

下回る回答をしたのである｡

組合はこうしたトヨタの姿勢をふまえ, 2000

年のゆめＷの年間一時金の要求の検討において

は, 従来のような前年度実績をベースとするよ

うな要求方式を見直し, 新しい要求方式の検討

に入っていく｡

そして 2000 年のゆめWにおいては, ｢総合

加算分 (0.2 ヵ月)｣, ｢業績反映部分 (0.7 ヵ

月)｣, ｢基礎部分 (5 ヵ月)｣ の, 合計 5.9 ヵ月

というように業績と関連させた年間一時金の要

求としたのであった｡ 組合は ｢業績反映部分

(0.7 ヵ月)｣ について, トヨタの営業利益 1,000

億円当たり 5万円として算出しているのである｡

またこの年に行なわれた賃金分科会において,

トヨタから ｢賞与｣ については金額で評価し議

論することが基本であるという意見が出され,

組合は従来からの月数だけの年間一時金につい

て ｢月数＋金額要求｣ について検討していくこ

とを運動方針として明記していくのであった｡

さらに組合は 2001 年の年間一時金の要求を,

｢月数＋金額｣ 方式とし, 業績との関係をより

明確化するために, ｢総合加算部分 (7 万円)｣,

｢業績反映部分 (25万円)｣, ｢基礎部分 (5ヵ月)｣

の, 合計 5ヵ月＋32 万円としたのである｡

さらに組合は, 2004 年の労使協議会での話
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総合加算部分
＊3

20 万円＊2－②
＊2－①

業績反映部分 42 万円
基 礎 部 分 5ヵ月

図 2 2005 年の年間一時金要求

(出所) 猿田・杉山編著 [2011 年], 209 ページ｡
原資料 トヨタ自動車労働組合 『評議会ニュース』 No. 0756, 2005 年 2 月 1 日から作成した｡
(注) ＊2 は ｢業績面から見たグローバルでの努力・頑張りの反映分｣ である｡

＊2－①は ｢連結子会社 (国内・海外) への貢献分｣ であり ｢連結業績 (足元 1 年) を指標として決定｣
する部分である｡
＊2－②は ｢連結子会社以外 (国内・海外) への貢献分｣ であり, ｢連結子会社以外に対する業績面から総
合的に判断｣ する部分である｡
＊3 は, ｢グローバルなレベルを含めた, 業績面には現れない努力・頑張りの反映分など｣ であり, ｢職場
討議を踏まえ, 必要額を総合的に判断｣ する部分である｡

① これまで積み上げてきた実績を大切にし ｢長期安定的向上｣ の考え方を基本とする｡ 今後月数を変えて
いく中でも, 長期安定的向上の基本的考え方の観点から, 実績 (月数・金額) を重要な意味をもつ｡
② その上で, ｢働きぶり・努力ぶりとその成果｣ を反映させ, ｢ヤル気・元気｣ に結びつく一時金とし ｢ト
ヨタの魅力｣ を高めていく｡
③ 生活の安定化の観点から ｢年間協定方式・月数要求方式｣ を堅持していく｡

表 4 1990 年代の一時金の考え方

(出所) 猿田・杉山編著 [2011 年], 206 ページ｡
原資料 トヨタ自動車労働組合 『評議会ニュース』, No. 0101, 1990 年 5 月 22 日より作成した｡



し合いを受けて, 年間一時金の要求方式をグロー

バルレベルにまで広げて検討していくこと方針

を明らかにし, 2005 年からさらに業績との関

連をより明確に位置付けた年間一時金の要求方

式へと変更していく｡ 2005 年の年間一時金要

求は, 図 2のとおりである｡

3 . 賃金引き上げ要求の転換

1989 年に組合は春闘をゆめWと名称を変更

したが, その年の賃金引き上げ要求に対する

｢考え方｣ は, 表 5のとおりである｡

組合は, 2001 年までこれを賃金引き上げの

要求の考え方として, トヨタに要求してきので

ある｡

しかしながら, 2002 年にはこれまでの考え

方を変更し, 表 6のような考え方を示したので

ある｡

2002 年の賃金引き上げに対する組合の考え

方の特徴は, ｢賃金引き上げを 『人への投資』

と位置付け, 引き上げにあたっては 『適正な成

果配分』 とすること｣56 とした点である｡

また組合は ｢賃金引き上げを 『人への投資』

と位置付け, 『適正な賃金引き上げにより働き

方の質を高め, 『数段高い創造的革新』 を実現

し, さらなる成果を生み出していくことが, 雇

用の維持・創出につながり, 経済・企業成長の

基盤となる』｣57 という賃金引き上げの意義を主

張しているのである｡

さらに組合は, 2003 年のゆめWにおける労

使協議会において, ｢労働の質的向上｣ が賃金

引き上げの構成要素であることを主張し, トヨ

タは賃金の決定要素として ｢経済環境｣, ｢相対
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① 長期安定的向上の考え方を基本に, 実質賃金の維持・向上を図る要求とする｡
② 個人消費を伸ばし内需型成長の定着を図りうる要求とする｡
③ 自動車総連共闘・全トヨタ労連共闘を軸に, IMF・JC 内の連携を図りながら, 連合を中心とした労働
界全体との共闘を前進させうるための要求とする｡

表 5 組合の賃金引き上げ要求に対する考え方

(出所) 猿田・杉山編著 [2011 年], 210 ページ｡
原資料 トヨタ自動車労働組合 『評議会ニュース』 No. 0020, 1989 年 2 月 15 日より作成した｡

� ｢人への投資｣ との考え方に立ち, 日本のモノづくりを支え, ｢一人ひとりの幸せ｣ と ｢グローバルトヨ
タの成長｣ の両立に向け, 労働条件の維持・向上を図る｡

� 賃金引き上げの意義をあらためて認識し, 経済の下支えと個別労使の適正な成果配分の必要性を示す｡
� 産業・企業に働くものの活力の維持・向上｡
� 上部団体及び関係団体との共闘｡

表 6 2002 年の賃金引き上げに対する組合の考え方

(出所) 猿田・杉山編著 [2011 年], 211 ページ｡
原資料 トヨタ自動車労働組合 『評議会ニュース』 No. 00651-②, 2002 年 1 月 28 日より作成した｡

経
済
状
況

経済成長 (GDP) 経済発展に見合った, 生活水準の向上の必要性｡

労働市場の需給 求職者数と求人数の関係｡ 売り手市場か, 買い手市場か｡

物価動向 物の価格の変動による, 賃金の実質的価値の変化｡

トヨタの競争力 国内外を含めて, 自社と他社の“位置関係”の変化｡

そ
の
他

労働の質的向上 中長期的な ｢経営基盤の強化｣ に寄与する“働き方”の質的な向上の有無｡

企業成長の適正配分 企業の発展に見合った, 賃金水準向上の必要性｡

賃金制度の重要性 賃金制度維持に相応しい責務を果たしてきたか否か｡

表 7 賃金引き上げの判断要素

(出所) 猿田・杉山編著 [2011 年], 215 ページ｡
原資料 トヨタ自動車労働組合 『評議会ニュース』 No. 0751, 2004 年 12 月 6 日より作成した｡



的競争力｣, ｢賃金水準｣ と ｢労働の質的向上｣

を回答したのであった｡

組合はトヨタのこうした回答を受けて, ｢労

働の質的向上｣ が賃金引き上げを判断する際の

重要要素と認識し, 2005 年のゆめWにおいて,

賃金引き上げの判断要素を表 7のように整理し

たのである｡

こうして ｢組合は明確にトヨタの競争力を強

化し, 経営基盤に寄与すれば, 賃金引き上げを

要求するが, それがみられない場合は, 賃金引

き上げを要求しないという立場に立った｣58 の

であった｡

4 . 組合の ｢働き方要求｣

組合は, 2002 年 10 月に開催された第 69 回

定期大会において組合活動のあり方を大胆に変

更する必要性を示し, その方向性として ｢働き

方の 『質』｣ の向上に対応することを明らかに

した｡

そして ｢活動の基調｣ において, 組合員 1人

ひとりが付加価値の高い仕事に挑戦し, 多くの

成果を挙げていくため, ｢魅力ある働き方｣ を

実現していき, 同時に組合員の ｢働き方の変革｣

を組合活動の最重要課題と位置付け, 取り組ん

でいくことを明らかにした｡

組合は ｢働き方の質の向上｣ を目指す基本的

な考え方を整理しているが, その中で重要な点

は, ｢企業の真の競争力につながる働き方の質

の向上を目指していく｣59 というように, トヨ

タの競争力強化を目指している点である｡

こうして組合は 2003 年のゆめ W において

｢働き方｣ 要求として, ①勤務時間, 意識・モ

ラール当の適切な・管理の把握, ②年次有給休

暇の取得促進, ③温度対策, オフィススペース

の改善を掲げたのであった｡ この要求は一見す

ると, 組合員の安全確保や衛生の改善のようで

あるが, 組合の要求の狙いは ｢要求を単なる快

適性の追求ではなく, トヨタの競争力を確保す

るための取り組み｣60 と述べているように, ト

ヨタの競争力強化である｡

組合はこの 2003 年を ｢元年｣ として, トヨ

タの競争力強化に向けた施策をトヨタに要求し

ていくことになったのである｡

2004 年のゆめWにおいて, 組合は ｢メンタ

ルヘルスケア｣ を要求しているが, この要求も

メンタルヘルスの悪化が, 労働力の損失につな

がるため, 働きやすい環境を整備することで,

トヨタの競争力を強化できるとしているのであ

る｡

5 . 組合の評価

2000 年に入り組合は ｢グローバルトヨタの

発展｣ を目指し, トヨタの競争力強化に向けて,

賃金引き上げ・年間一時金要求に対する要求の

考え方や方式を変更し, さらには ｢労働の質の

向上｣ を提起するまでになった｡ このことは,

組合員の生活の視点が全くなくなってしまった

のである｡

このような組合について, 本書は ｢組合は

2000 年代に入り組合員を 『経営資源』 として

みなし, 経営管理機能の一部をこれまで以上に

担い, トヨタの競争力強化に向けて, この人的

な経営資源の質的な向上を目指す取り組みを展

開しはじめたことを意味している｣61 と指摘し

ている｡

Ⅵ. 組合に対する評価

最後に, これまでの研究成果における組合の

評価の要点を整理しておきたい｡

日本人文科学会 [1963 年] は, 1960 年の組

合を調べたものであるが, すでにその時点で組

合の職場役員は職制と一体化しており, トヨタ

の職場の掌握が進み, 組合運動は空洞化してい

ると指摘した｡ このことは, 組合が実施した組

合員の調査からも明らかであった｡ 調査結果で

は, 組合員の 70％が ｢要求を反映していない｣

と回答しているのであった｡

野原・藤田編 [1985 年] では, 組合の機能

的特徴を指摘しているが, それは組合とは異な

る機能であり, 経営管理の一部を担うものと指

摘した｡

大木他編 [1986 年] は, 組合選挙の実態を

明らかにしているが, その実態はおよそ民主主
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義とはかけ離れた実態であったし, 組合の選挙

がトヨタや組合に対する批判的意見をもつ組合

員を ｢あぶり出す｣ 機能ももちあわせているの

であった｡

浅生他 [1999 年] は, 1990 年代にも, そう

した選挙の実態が基本的に変化しておらず, 機

関推薦候補者だけの信任投票となった場合 ｢一

括投票欄｣ が追加されるなど, さらに選挙制度

が後退している点も明らかにした｡

なお, 大木他編 [1986 年] は, トヨタを含

む大企業の組合における役員選挙の実態から,

｢われわれははたして労働組合としてとらえう

るであろうか｣62 と組合としての存在に疑問を

投げかけている｡

石田他 [1997 年] は, 調査によって組合の

機関・役員, 職場役員の活動を具体的に明らか

にしているが, 労使関係をみている章であるた

めか, 事実に対する評価はほとんどみられない｡

これは, ｢リーン生産方式のもとでの労働関係

を, いかに評価するかではなくていかに記述す

るかがさしあたり問われている｣63 と述べてい

るように, 評価はそもそも目的としていないた

めからと思われる｡

猿田・杉山編著 [2011年] は, 2000年に入っ

てからのゆめWを明らかにする中で, 組合が

経営管理機能の一部をこれまで以上に担い, 経

営資源である組合員の質的向上を目指す取り組

みを展開しはじめたことを指摘した｡

こうした先行研究によってトヨタの組合の分

析がすすめられたが, 組合の全ての活動領域を

視野に入れた分析ではなく限界をもったもので

ある｡ しかしながら, 次の 2点は事実として確

認することができる｡

第 1は, 組合の職場役員と会社の職制が一体

化しているという点である｡ この点の評価につ

いて先行研究はふれていないが, これは組合の

職場役員が組合や会社に対して批判的な組合員

を監視するという組合機構を使った職場の掌握

であろう｡

組合員の職場役員と会社の職制の一体化にお

ける自己規定について, 野村 [1993 年] は,

次のように指摘している｡

｢ヤマト自動車においては現場監督者は課長

への昇進を強く期待している｡ 事実, ヤマト自

動車の課長の約 1/3 は現場監督者からの昇進

である｡ 課長への昇進を決定するのはもちろん

会社であり, 課長への昇進を期待している現場

監督者は自己を会社の末端管理者として自己規

定するであろう｣64｡

組合の職場での集会において会社に批判的な

発言をした組合員は, 会社の末端管理者として

会社に情報を上げていくのであろう｡

第 2は, 組合の選挙制度における民主制がき

わめて低いという点である｡ これは改めて評価

を述べる必要はないであろう｡

ただし問題はこの段階にとどまらず, 先にみ

たように選挙制度が会社に対して批判的な組合

員を ｢あぶり出す｣ 機能を持ち合わせており,

これも組合機構を使った職場の掌握でもある｡

おわりに

筆者も ｢支援する会の会員｣ となり, 裁判の

傍聴にも行った経験のある, 近年にあった裁判

闘争を紹介し, トヨタの組合の一面を紹介して

おきたい｡

2002 年 2 月 9 日, トヨタの労働者であった

内野健一さんが業務中, 倒れ死亡した｡ 妻であ

る内野博子さんは, 2002 年 3 月 6 日に豊田労

働基準監督署に労災の申請をしたが認められず,

2005 年 7 月に豊田労働基準監督署長の労災保

険不支給処分の取消しを求める行政訴訟を提訴

し, 裁判闘争に入っていった｡ そして 2007 年

11 月, 裁判で勝訴し, 最終的には 2008 年 10

月に内野博子さんはトヨタと和解した｡ これが

｢トヨタ過労死裁判｣ である｡

この裁判闘争を ｢内野さんの労災認定を支援

する会｣ などが支援したが, トヨタの組合はこ

の裁判闘争には全く取り組まなかったのである｡

組合の対応は, ｢博子さんは, 健一さんが倒れ

てから 3回ほどトヨタ自動車労働組合へ相談し

ましたが, いずれも組合は博子さんの話しを聞

くにとどまり, 個別事案として相談に乗ること

はありませんでした｣65 と報告されている｡
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また内野博子さんや弁護団は, 組合に対して

何回か要請に出向いているが, 全く話しになら

なかった｡ この点について, 次のように報告さ

れている｡

｢内野博子さんや弁護団は何回か企業内労組

に出向いている｡ 要請は単純明快である｡ 労働

組合の側からも, 労災認定のために会社や労働

行政関係機関に働きかけ, 申し入れをしてほし

いという内容である｡ ……責任的な立場の 3役

クラスはいつも不在で, 決定権のない若い執行

委員クラスの煮え切らない対応であった｡ 彼ら

はそうした事例すら知らずに, 要請によって初

めて事実を知る有様で, 対話にもならなかっ

た｣66｡

トヨタグループの企業であるデンソーの K

さんがトヨタに出向し, ｢うつ病｣ となり,

2006 年 5 月に名古屋地裁にトヨタとデンソー

に損害賠償を提訴した｡ 2008 年 10 月に K 氏

のうつ病の原因を業務に起因すると認めさせ,

慰謝料を勝ち取り, トヨタとデンソーに責任を

認めさせた｡ これが ｢トヨタ・デンソー過労う

つ病裁判｣ である｡

この裁判闘争も ｢トヨタ・デンソー過労うつ

病裁判を支援する会｣ などが支援したが, やは

りトヨタの組合はこの裁判闘争に取り組むこと

はなかった｡

トヨタの組合は, こうした裁判が行われても

トヨタに対して何もいわず, 内野博子さんや弁

護団から組合に提出した要請書に対しても,

｢『従来から健康問題や安全衛生問題はやってい

る』 という通一遍の回答を繰り返すのみであっ

た｣67 というように, 事実上, 無視する態度を

とったのであった｡

まさしく組合が, トヨタを擁護していると言

わざるを得ないであろう｡
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